
第３期昭島市障害福祉計画の各施策における実施状況及び評価状況

１　実施状況・評価結果概要
　この施策については、障害者基本法第11条第３項に規定する「市町村障害者計画」にあたるもので、110項目（再掲４項目を含む）の設定を行っている。
　各施策の実施状況や評価については、昭島市障害福祉計画策定等庁内検討委員会委員や施策に関係する所属の職員により行うとともに、評価結果については、
実施により有効・概ね有効と評価した施策が約75％、実施しているが課題が残るや利用実績がない施策が約12％、一部実施や未実施の施策が約10％となっている。
　第４期障害福祉計画（平成27年度～29年度）の策定時においても、一定の評価等を行い施策を決定した経過があり、継続して実施する施策も多数あることから、
各施策について、施策の対象となる人にとって有効となるよう、計画の達成に向け更に推進する必要があると思われる。

２　評価結果一覧

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ － 計

自立のための居宅生活支援サービスの充実 7 6 1 7

日中活動の場の整備 5 5 5

住まいの場と夜間におけるサービスの提供 3 2 1 3

相談支援の充実 4 2 2 4

地域生活支援事業等の実施 10 8 1 1 10

地域活動支援センター事業 1 1 1

保健・医療体制との連携による疾病予防と健康管理 4 4 4

安心できる保健医療の体制づくり 3 1 2 3

バリアフリーの促進 4 1 2 1 4

啓発活動の充実 5 1 1 1 2 5

情報提供の充実 7 1 3 3 7

多様な社会参加の推進と生涯学習の充実 4 2 1 1 4

生活圏域の拡大 6 4 1 1 6 再掲４施策を除く

災害時要援護者対策の推進 2 1 1 2

緊急時援護システムの充実 5 1 3 1 5

就学前教育（療育）・保育の充実 3 3 3

学校教育の充実と学齢期後に向けた支援 8 7 1 8

雇用の促進と就労機会の拡大 7 4.5 1.5 1 7

地域生活を支える福祉サービスの充実 6 4 1 1 6

福祉人材の養成と活用 5 1 4 5

推進体制の整備 5 1 1 3 5

計画の評価 2 1 1 2

106 42 37.5 9.5 3 2 9 3 106 再掲４施策を除く

構　　　成　　　比 － 39.6% 35.4% 9.0% 2.8% 1.9% 8.5% 2.8% 100.0%
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【実施状況・評価】 Ａ：実施（有効）Ｂ：実施（概ね有効）Ｃ：実施（課題等が残る）Ｄ：実施（利用実績なし）Ｅ：一部実施 Ｆ：未実施
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第３期昭島市障害福祉計画の各施策における実施状況一覧

第４章　自立支援サービスの充実

第１節　居宅生活支援サービス

１ 自立のための居宅生活支援サービスの充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

1 居宅介護
居宅における入浴、排泄、食事等の介護サービス
の提供を行います。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用時間：20,403時間
　　延べ利用人数：　 1,811人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

2 重度訪問介護
常時介護を必要とする重度障害者を対象に、居宅
における入浴、排泄、食事、外出時の移動介護
サービスを行います。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用時間：42,117時間
　　延べ利用人数：　　 257人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

3 行動援護
行動に著しい困難がある知的障害者、精神障害者
に対して、危険回避のための援護や移動介護サー
ビスを提供します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用時間： 3,864時間
　　延べ利用人数：　 　262人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

4 同行援護
移動に著しい困難のある視覚に障害のある人を対
象に、外出時における移動の援護や移動に必要な
情報提供を行います。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用時間：10,705時間
　　延べ利用人数：　 　448人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

5
重度障害者等包括介
護

常時介護を要とする障害のある人の中でも最重度
の障害のある人で、意思疎通を図ることに著しい
支障がある人のうち、四肢の麻痺や寝たきりの状
態にある人、知的障害または精神障害により行動
上著しい困難を有する人を対象に、特に介護の必
要度が高い方に対して、居宅介護、重度訪問介
護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所な
どのサービスを包括的に提供します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用時間：   　0時間
　　延べ利用人数：　 　  0人

Ｄ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

6 児童発達支援

施設に通所し、日常生活における基本動作の訓練
や集団生活の適応訓練などを行います。また、平
成24年４月からは、児童福祉法に基づくサービス
として実施します。

障害福祉課
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
　　延べ利用日数：　10,929日
　　延べ利用人数： 　1,065人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

7 短期入所
介護者が病気などで介護が困難になった場合など
に、施設での入浴、排泄、食事等のサービスを提
供します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用日数：　 2,341日
　　延べ利用人数：　 　493人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

↑
※第４期障害福祉計画に掲載のない

　　施策については、斜線としている。

【実 施 状 況 ・ 評 価】

Ａ：実施（有効） Ｂ：実施（概ね有効） Ｃ：実施（課題等が残る）

Ｄ：実施（利用実績なし） Ｅ：一部実施 Ｆ：未実施
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第２節　日中活動支援サービス

１ 日中活動の場の整備

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

8 療養介護
医療と常時の介護が必要な障害のある人に、医療
機関等で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及
び日常生活上の支援を行います。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用日数： 6,181日
　　延べ利用人数：　 204人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

9 生活介護
常に介護を必要とする障害のある人に、通所によ
り、食事や入浴、排泄等の介護や日常生活上の支
援、生産活動等の機会を提供します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用日数：35,922日
　　延べ利用人数： 1,875人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

10 自立訓練
自立した生活を営むことができるように、身体機
能や生活能力向上のための訓練を行います。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づく自立支援給付(訓練等給付)事業
（機能訓練・生活訓練・宿泊型自立訓練）
　　延べ利用日数： 2,397日
　　延べ利用人数： 　174人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

11 就労移行支援

福祉・教育・就労支援機関が連携して、障害に応
じた職業訓練、職業能力の開発・向上、情報提供
等を通して、一般就労を希望する障害のある人を
支援します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(訓練等給付)事業
　　延べ利用日数： 3,587日
　　延べ利用人数： 　230人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

第３節　夜間居住支援サービス

１ 住まいの場と夜間におけるサービスの提供

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

13

共同生活援助（グ
ループホーム）・共
同生活介護（ケア
ホーム）の活用

数人での生活が営める知的障害者や精神障害者を
対象にした、生活の場の確保と自立支援のための
グループホーム・ケアホームの利用を支援しま
す。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づく自立支援給付(訓練等給付)事業
　　延べ利用日数：22,526日（ほかケアホーム：1,502日）
　　延べ利用人数： 　806人（ほかケアホーム：　 52人） Ａ

第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

14 施設入所支援
生活介護または自立訓練、就労移行支援の対象者
に対し、夜間等における入浴、排せつまたは食事
の介護等を提供します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(介護給付)事業
　　延べ利用日数：25,037日
　　延べ利用人数：　 862人

Ａ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

15
地域移行・地域定着
支援

施設や病院に長期入所等している人が、地域生活
に移行できるよう住居の確保や新生活の準備等の
地域移行支援を行います。また、施設や病院に長
期入所等していた人が、地域生活に移行後、安心
して地域生活を継続できるよう連絡、相談等の地
域定着支援を行います。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく相談支援(地域相談支援)事業
　　地域移行支援　　延べ利用者数：9人
　　地域定着支援　　延べ利用者数：5人

Ｂ
第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、障
害者総合支援法及び事務処理要領等に基づき、
適切な給付に努める。

就労継続支援12 Ａ

障害者総合支援法に基づく自立支援給付(訓練等給付)事業
　　Ａ型　延べ利用日数： 3,993日
　　　　　延べ利用人数： 　208人
　　Ｂ型　延べ利用日数：42,726日
　　　　　延べ利用人数： 2,806人

障害福祉課

一般就労に結びつかない人に、就労の機会を提供
し、雇用契約に基づく支援を行います（Ａ型・雇
用型）。また、一般就労やＡ型での就労に適応で
きない人に、継続的な就労機会を提供し、生産活
動にかかる知識および能力を向上し、維持するこ
とを支援します（Ｂ型・非雇用型）。
東京都の「工賃倍増5か年計画」については、作業
所等経営ネットワーク支援事業補助金活用などの
研究を行っていきます。
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第４節　相談支援サービス

１ 相談支援の充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

16
指定特定相談支援事
業者による利用計画
作成の支援

障害のある人が障害福祉サービスを適切に利用す
るために、利用計画の作成を支援します。

障害福祉課

相談支援事業所(８事業所）と年６回の相談支援事業所連絡会
を開催し、情報交換・情報提供や研修を行った。
平成27年３月末時点でのサービス計画相談実績
　　サービス等利用計画　対象752人 作成済550人  73.1％
　　障害児支援利用計画　対象122人 作成済122人 100.0％

Ｂ

特定指定相談支援事業所との連携を図り、情報
提供や情報共有に努めるとともに、平成27年4
月より作成は必須となるため、サービス等利用
計画の作成が必要な方に対して、必ず作成する
ように努める。

17 相談支援事業の実施

本人及び家族の支援のため、相談支援事業等を指
定特定相談支援事業者等に委託し、情報提供や権
利擁護に必要な援助を行う等、自立した日常生
活・社会生活を支援します。知的障害のある人・
発達障害のある人・高次脳機能障害のある人等へ
の支援の強化を図ります。

障害福祉課

社会福祉法人・ＮＰＯ法人に委託し、２か所の事業所で実施し
た。
（地域活動支援センターでの相談は除く。）
　　相談件数　4,483件

Ｂ
引き続き、市が関係機関、障害福祉サービス事
業者などと有機的な連携を図り、相談支援事業
所を軸として、一体的・総合的な相談体制の充
実を図る。

生活福祉課

相談者の相談内容を把握し、関係各課へ情報提供や繋げるとと
もに、必要なサービスを提供することができるよう情報を共有
することに努めたが、窓口の案内だけになってしまうことが
あった。

Ｃ

都市計画課
関連部署との業務の住み分けが明確でないため、適切な対応が
できないことがあった。 Ｃ

19 職員研修の充実
相談窓口等における職員の相談対応能力向上を図
るための職員研修の充実に努めます。

職員課 職員課
職員の相談対応能力の向上につながる専門的な研修に係る情報
提供を行うとともに、窓口等での対応能力を向上させるため、
接遇研修並びに接遇向上研修を実施している。

Ｃ

第５節　地域生活支援事業等

１ 地域生活支援事業等の実施

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

20 補装具給付事業

障害のある方が日常生活上において必要な移動や
動作等を確保するために、身体の欠損または損な
われた身体機能を補完・代替する用具について、
購入または修理に要した費用（基準額）から所得
に応じた自己負担額を差し引いた額を補装具費と
して支給します。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づく自立支援給付(補装具)事業
　　成人　　交付　135件・修理　93件
　　児童　　交付　 67件・修理　31件

Ａ 障害者総合支援法に基づき、適切な給付に努め
る。

21
日常生活用具給付事
業

市町村が行う地域生活支援事業として規定されて
おり、障害者等の日常生活がより円滑に行われる
ための用具を給付又は貸与すること等により、福
祉の増進に資することを目的とした事業。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　　給付件数　　　2,260件

Ａ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な給付に努める。

22
コミュニケーション
支援事業

手話通訳者を養成、派遣することで聴覚・言語障
害者のコミュニケーションを支援します。要約筆
記者派遣についても実施しています。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　　派遣回数　　192回

Ａ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な実施に努める。

18
相談業務間の連携強
化

介護、住宅改造、生活扶助等について、他の相談
業務との連携を強化し、サービス向上に努めま
す。

生活福祉課
介護福祉課
都市計画課
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

23 移動支援事業
障害のある人の外出の援助をするためのガイドヘ
ルパーを派遣します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　　延べ利用者数　　　　879人
  　延べ派遣時間　　9,497時間

Ｂ
利用範囲や利用時間等の拡大についての要望等
はあるが、第４期計画期間の見込量を考慮する
なかで、適切な給付に努める。

24 巡回入浴事業
家庭での入浴が困難な重度心身障害者に巡回入浴
サービスを実施します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　　利用人数　　　　 12人
　　延べ派遣回数　　693回

Ａ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な実施に努める。

25 更生訓練等給付事業
障害のある人の社会復帰を促進するため、入所施
設等において機能訓練等を実施します。

障害福祉課
平成18年４月からの障害者自立支援法の施行に伴い、経過措置
期間（５年間）の対応を予定していたが、対象者はいない状況
であった。

Ｄ

26
心身障害者自動車等
ガソリン費助成事業

障害のある人が日常生活のために所有する自動車
の運行に伴うガソリン費用のうち税額相当額を助
成します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
（30ℓ/月(ガソリン56円/ℓ、軽油33円/ℓを上限として、年４回
（３月単位）、対象者に対して現金（口座振込）で給付）
　　登録者数　　　　1,028人
　　延べ受給者数　　2,119人

Ａ
引き続き、心身に障害のある人の経済的負担を
軽減するため、現金（口座振込）方式により給
付する。

27
自動車運転教習費助
成事業

障害のある人が自動車運転免許を取得する際に要
する費用の一部を助成します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
（１件/123,600円～164,800円の範囲内で助成）
　　助成件数　　　１件

Ａ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な給付に努める。

28
身体障害者自動車改
造費助成事業

重度の障害のある人が就労等のため自動車を購入
する場合、その自動車を障害のある人向けに改造
する経費の一部を助成します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
（１件/133,900円を上限として助成）
　　助成件数　　　３件

Ａ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な給付に努める。

29 言語機能訓練事業
言語の障害のある人のコミュニケーションの改善
を図るため、言語聴覚士による指導・訓練・家族
への助言を行っています。

障害福祉課
障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　　延べ利用者数　　259人

Ａ
言葉に障害を持つ人に対し、コミュニケーショ
ンの改善を図るため、引き続き、社会福祉法人
に業務委託するなかで実施する。

２ 地域活動支援センター事業

30
地域活動支援セン
ター事業

創作活動や生産活動、交流活動など、様々な活動
の機会を提供します。

障害福祉課

障害者総合支援法に基づき、区市町村が地域の特性や利用者の
状況に応じ柔軟な事業を計画的に実施する地域生活支援事業
　相談件数　　　　　5,490件
　オープンスペース　開設日数 255日　利用者数 2,033人
　グループ活動　　　実施回数 174回　利用者数 　728人

Ｂ 第４期計画期間の見込量を考慮するなかで、適
切な給付に努める。
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第５章　保健医療の充実

第１節　障害の予防と早期発見

１ 保健・医療体制との連携による疾病予防と健康管理

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

健康課

母子保健法に基づく乳幼児発達健康診査　136人
乳幼児経過観察健康診査              　176人
心理フォローグループ
（こあら 445人・すくすく 552人・のびのび 254人）

Ｂ 引き続き、関係機関との連携を図りながら、障
害の早期発見と対応に努める。

子ども育成課

虐待ケースや育児不安等がある場合、子どもの発達に課題があ
ることが多いため、保護者や所属機関から相談を受けたときに
様々な角度から状況を把握し、関係機関と連携しつつケース
ワークに努める。

Ｂ

相談を受け付けた全ケースについて、家族状況
や所属機関での様子等の聞き取り調査を行い、
受理・支援会議において、ケースの問題点を明
確にし、ケースワークを行っているが、親への
フォローを充実させることが課題となってい
る。

33
障害児の親へのカウ
ンセリング体制の充
実

障害のある子どもを持つ保護者からの相談やカウ
ンセリング体制の充実を図ります。療育機関等へ
つながった後も、保健師による相談支援等のサ
ポートを継続して行います。

健康課 健康課
保健師による電話相談、窓口対応を実施し、継続支援が必要な
ケースについては、地区担当保健師による個別対応を行ってい
る。

Ｂ 引き続き相談者に寄り添い、適切な療育支援に
努める。

34
精神障害者一般相談
事業の実施

精神障害者の早期治療と社会復帰のため、保健所
と連携しながら、専門医や保健師等による相談・
指導を実施します。

障害福祉課
正職員１人・嘱託職員２人（各週３日勤務）の保健師におい
て、午前９時から午後５時まで相談等に対応している。
　　延べ利用人数（嘱託職員）　　　388件

Ｂ

相談内容の多様化や相談件数の増加に伴い、相
談体制の充実が課題となっている。また、引き
続き、生活、医療、福祉制度など相談や助言を
行うとともに、アルコールなどの専門相談など
は多摩立川保健所との連携を図る。

第２節　医療体制の充実

１ 安心できる保健医療の体制づくり

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

36 医療機関との連携

医療や看護、相談の支援を必要とする障害のある
人に対し、医療機関や訪問看護ステーションが連
携を図り、サービスの提供や調整・相談を行いま
す。また、関係機関と連携して、虐待の早期発見
に努めます。

健康課 健康課

未熟児養育医療費助成制度の利用申請時に保健師が面接し、早
期に児の状態を把握している。退院時、退院後、関係機関とカ
ンファレンスを実施するなど、地域生活支援にむけたサポート
作りを行った。
　　未熟児養育医療給付件数　　20人

Ｂ
引き続き、未熟児養育医療の適切な給付に努
め、医療機関や在宅関係機関との連携を図り、
未熟児の状態把握と保護者の不安に寄り添った
対応に努める。

37
障害者歯科医療連携
事業の実施

障害のある人が容易に歯科治療を受けられるよう
に、訪問治療等、歯科医との連携を図ります。

健康課 健康課
障害者等歯科医療支援事業費
　　歯科診療件数8件 Ｂ 引き続き、障害者等歯科医療支援事業の適切な

利用が図れるよう対応を行う。

引き続き、昭島市医師会などの関係機関と連携
を図りながら、健康診査を実施し、疾病や異常
の早期発見、生活習慣病の早期発見と適切な指
導に努める。

Ｂ

母子保健法に基づく妊娠届件数は948件となっており、妊婦健
康診査の延べ受診人数は9,644人、85.3％となっている。
乳幼児健康診査として、４か月児検診、６か月児検診、９か月
児　検診、１歳６か月児検診、３歳児検診などを実施し、受診
率は概ね90％以上となっている。

健康課
健康課
保険年金課

障害の早期発見と対応までの保健相談・指導によ
る支援に努めます。
また、児童相談所等と協力して虐待防止に努めま
す。

保健相談・指導の実
施

32

妊産婦及び乳幼児の疾病や異常の早期発見、生活
習慣病の早期発見と適切な指導を行うための健康
診査、がん検診等を実施します。

各種健康診査の実施31

障害福祉課

自立支援医療費助成の給付状況等
　　更生医療給付対象者数　　　　　 54人
　　育成医療給付対象者数　　　　　 12人
　　精神通院受給者証所持者数　　1,728人

Ａ
引き続き、更生医療、育成医療については、適
切な医療費助成に努めるとともに、精神通院の
申請受理手続についても適切な事務手続に努め
る。

健康課
子ども育成課

35 自立支援医療の実施
更生医療、育成医療、精神障害者通院医療費公費
負担制度を心身障害者医療費助成制度（マル障）
とあわせて一つの制度として実施します。
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第６章　社会的自立への支援

第１節　バリアフリー社会の実現

１ バリアフリーの促進

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

38
バリアフリー総合基
本計画の策定・推進

バリアフリー社会の実現を図るために、「バリア
フリー総合基本計画」を策定します。

生活福祉課
都市計画課
地域開発課
建設課
建築課

生活福祉課
ユニバーサルデザインの理念を取り入れた計画とする必要があ
ることから実施に至っていない。 Ｆ

バリアフリー新法、ユニバーサルデザインの理
念を取り入れた基本構想の策定に向けた調査・
研究を行う。

39
地域福祉権利擁護事
業

障害のある人や高齢者の権利を擁護するため、都
や社会福祉協議会等、関連機関と連携し、福祉
サービスや日常生活上の手続き支援、日常的な金
銭の管理、重要書類の預かり等の支援を行い、地
域での自立した生活を幅広くサポートします。

生活福祉課
介護福祉課

生活福祉課
社会福祉協議会内に地域福祉・後見支援センターあきしまを設
置し、権利擁護等に関する相談等に応じた。 Ｂ 引き続き、継続して実施するため、社会福祉協

議会の体制の維持を図る。

40
重度身体障害者
（児）住宅設備改善
費助成事業

重度の障害のある人の日常生活の利便性を図るた
め、居住する住宅設備の改善費用を助成します。

障害福祉課
対象者に対して、中規模改修641,000円・屋内設備（機器本体
979,000円・設置費373,000円）を上限として助成を行う。
　　助成件数　　２件

Ａ 引き続き、市要綱に基づき助成を行う。

41
成年後見制度の利用
促進

判断能力が十分でない障害のある人や高齢者を保
護するため、成年後見利用支援制度の利用促進を
図ります。

生活福祉課
介護福祉課

生活福祉課
社会福祉協議会内に地域福祉・後見支援センターあきしまを設
置し、成年後見制度に関する相談等に応じている。また、市長
申立に関する事務に関しては、生活福祉課において実施した。

Ｂ
引き続き、継続して実施するため、社会福祉協
議会の体制維持に努める。市長申立が必要な
ケースについては、迅速な事務執行に努める。

２ 啓発活動の充実

42
インターネット等に
よる啓発活動

インターネット等の広報手段や、イベント等の機
会を通じ、障害者福祉に関する啓発活動に努めま
す。

秘書広報課
情報推進課
生活福祉課

障害福祉課

平成26年10月から昭島市公式ホームページをリニューアルし、
「福祉のひろば」内に「障害のある方への支援」に関するペー
ジを開設した。
「障害者自立支援推進協議会」・「障害施設等からの物品等の
調達方針」・「ヘルプカード・ヘルプマーク」などのページを
新たに開設した。

Ｃ
障害福祉分野に関する制度改正が行われるなか
で、リアルタイムで分かりやすい情報の提供に
努める。

43 用語の検討
制度・施策等に関する表現について検討を行いま
す。

秘書広報課
情報推進課
生活福祉課

障害福祉課 具体的な検討項目が不明のため、実施していない。 Ｆ

44
各種フェスティバル
を通じた障害福祉の
啓発

健康フェスティバルなど各種フェスティバルを通
じて、障害のある人に対する理解と認識を深める
ための啓発活動を行います。

生活福祉課
介護福祉課
健康課

障害福祉課
健康フェスティバルなどの各種フェスティバルを通じての啓発
活動は、特に実施していない。 Ｆ

障害に関することや障害のある人に対する理解
と認識を深める啓発活動の手法について、各種
イベントでの活動に留まらず、ホームページ等
の媒体も含め、有効的な手法について検討が必
要と思われる。

45 ふれあい交流事業
障害のある人とない人との相互理解を深めるため
の様々な交流の場を提供し、事業の充実を図りま
す。

市民会館・公
民館

市民会館・公
民館

障害のある青年の交流講座（創作活動、料理づくり、ハイキン
グ、スポーツなど）を通年で実施し、健常青年と交流すること
で相互理解を深めた。
　　開催回数　26回（公民館や周辺施設で実施）
　　参加者数　30人

Ａ
課題として、障害福祉に関する専門的知識が求
められる場合や支援する人材が不足しているこ
とがあげられるが、引き続き、障害のある人へ
の交流の場の提供に努める。

46
人権擁護意識の普及
啓発

障害のある人を含むすべての個人の尊厳が守られ
る社会を目指し、人権意識の普及・啓発に努めま
す。

秘書広報課 秘書広報課
市民ロビーでのパネル展や青少年フェスティバルでの啓発活動
などを実施した。また、人権擁護委員による「人権身の上相
談」を月１回実施している。

Ｂ 引き続き、人権意識の更なる普及啓発に努め
る。
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３　情報提供の充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

秘書広報課

・点字広報は、毎月発行しており、平成27年６月現在５人の利
用者に送付するとともに、閲覧用として市民図書館に置いてい
る。
・声の広報は、「広報あきしま」の発行（年間22回）に合わ
せ、全文を音訳したデイジー版を発行しており、平成27年６月
現在、28人の利用者となっている。

Ｂ
引き続き、点字広報、声の広報の発行を行う。
また、利用者からの要望にもできる限りの対応
を行う。

議会事務局

・点字市議会だよりは、「市議会だより」の発行（年間４回)
に合わせ、発行しており、平成27年６月現在、３人の利用者に
送付するとともに、閲覧用として市民図書館と社会福祉協議会
に置いている。
・声の市議会だよりは、「市議会だより」の発行（年間４回）
に合わせ、全文を音訳したデイジー版を発行しており、平成27
年６月現在、21人の利用者に送付するとともに、閲覧用として
市民図書館と社会福祉協議会に置いている。

Ｂ
引き続き、点字・声の市議会だよりの発行を行
う。また、利用者からの要望にもできる限りの
対応を行う。

48
点字図書・録音図書
の
充実

視覚に障害のある人が気軽に読書ができるよう
に、点字図書、並びに録音図書の充実を図りま
す。録音図書のデジタルCD 化に着手しています。
また、対面朗読や大活字本の貸出、障害者用資料
の蔵書数の拡大を図ります。

市民図書館 市民図書館

普通の出版物では読むことのできない人に対し、点字図書や図
書をカセットテープに録音した録音図書（平成21年度からデイ
ジー（録音図書のＣＤ版）の作成も開始）の貸出を行ってい
る。
・点字図書蔵書数：45タイトル　84冊
・録音図書（テープ）蔵書数：471タイトル　2,831巻
・デイジー図書（ＣＤ版）蔵書数：120タイトル　120枚
・貸出数　319タイトル
・録音雑誌（テープ）蔵書数：１タイトル　252巻
・貸出数　47タイトル
・障害者用市販録音テープ蔵書数　390巻
・大活字本　2,448冊
・対面朗読　102回（延べ292時間）

Ａ 障害者に対するサービスの充実を図るため、引
き続き、蔵書数の拡大を図る。

49
メディアコンバート
体制の推進

ユニバーサルデザインの考え方に基づき、障害の
特性に応じて情報の形式を置き換えられる体制の
整備に努めます。

秘書広報課
情報推進課
生活福祉課

生活福祉課
昭島市公式ホームページの更新（平成26年10月）に伴い、福祉
の観点から形式のあり方等について検討をした。 Ｂ 秘書広報課、情報推進課が中心となり、メディ

アコンバート体制の整備を進める。

秘書広報課

｢広報あきしま」の字体については、ユニバーサルデザインの
フォントを使用するほか、障害の特性により見えにくい色の配
置を避けるとともに、職員間で分かりやすい表現を検討するな
ど、読みやすい紙面作りを心がけている。

Ｂ 引き続き、継続して実施する。

生活福祉課
「広報あきしま」には｢福祉・健康に関するページ｣やホーム
ページには福祉に関する情報を一元化した｢福祉のひろば｣を設
けており、分かりやすい情報の提供に努めた。

Ｂ 引き続き、継続して実施し、分かりやすい情報
の提供に努める。

51
福祉総合システムの
活用

保健福祉の情報を一元管理している福祉総合シス
テムを活用し、様々な情報提供を行います。

情報推進課
生活福祉課
介護福祉課
子育て支援課
保険年金課
健康課

生活福祉課
福祉総合システムを活用するなかで、各種申請等における手続
上の、利便性や効率性を図ることはできたが、システム機能の
観点からも情報提供を行うことには結びついていない。

Ｆ

52
福祉ガイドブックの
作成・充実

知的障害のある人向けの福祉ガイドブックの早期
作成を図るとともに、身体障害・精神障害のある
人向けの福祉ガイドブックについても掲載内容の
充実を図ります。

生活福祉課
介護福祉課
子育て支援課
保険年金課
健康課

障害福祉課
身体障害者手帳ガイドブック・愛の手帳ガイドブックについて
は、一定の改訂を行ったが、福祉ガイドブックの作成には至っ
ていない。

Ｆ 福祉ガイドブックの作成方法や掲載内容等も含
め、作成に向けた検討が必要と思われる。

47
点字・声の広報の発
行

視覚障害者に行政情報の円滑な提供を図るため、
点字広報及び声の広報の発行を促進します。ま
た、障害のある人に対する多様な広報を検討しま
す。

秘書広報課
議会事務局

50
秘書広報課
情報推進課
生活福祉課

広報・インターネットを通じ、障害のある人へ福
祉サービス情報等を提供します。提供する情報
は、わかりやすい表現を心がけます。

広報・インターネッ
トの活用
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

53
市職員に対する手話
研修の実施

研修の実施に努めます。 職員課 職員課
手話の出来る職員は数名はいるが、手話研修を開催するまでに
は、至っていない。 Ｆ

第２節　社会参加の推進

１ 多様な社会参加の推進と生涯学習の充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

54
社会参加の力をつけ
るための支援

障害のある人が地域の一員として生活していける
よう、日常相談やサービス利用の相談等について
個別に支援します。

生活福祉課
市民会館
公民館

障害福祉課
障害のある人に対する一般相談や民生委員等による相談体制は
構築しているが、社会参加の力をつけるための支援について
は、具体的な実施項目が不明となっている。

Ｆ

55 文化活動支援
障害のある人もない人も、誰もが参加できる趣味
講座や成果発表・展示などを行い、障害のある人
の文化活動への参加を促進します。

市民会館・公
民館

市民会館・公
民館

障害のある人もない人も、誰もが参加できる趣味講座や成果発
表・展示などを実施した。 Ｂ

課題として、障害福祉に関する専門的知識が求
められる場合や支援する人材が不足しているこ
とがあげられるが、引き続き、障害のある人へ
の文化活動の支援に努める。

56 投票支援

障害のある人の投票への参加を支援するため、期
日前投票制度や点字・代理投票制度を実施しま
す。また、各投票所でのバリアフリー化対策とし
て、スロープの設置や段差解消のほか、声の広報
の作成を行います。

選挙管理委員
会事務局

選挙管理委員
会事務局

各選挙において、従前から期日前投票制度、点字・代理投票制度、
指定施設における不在者投票制度及び郵便投票制度等を実施し
ている。また、各投票所でのバリアフリー化対策として、スロープの
設置や段差解消、記載台に杖置きの設置のほか、声の広報の作成
を行った。

Ｂ 引き続き、点字・代理投票制度や各投票所のバリ
アフリー化、声の広報についても実施する。

57
レクリエーション等
への参加支援

障害のある人のレクリエーション活動への参加支
援について、関係課の連携ができるような実施体
制の構築に努めます。

生活福祉課
市民会館・公
民館

障害福祉課

昭島チャレンジデー（住民参加型のスポーツイベント）の実施
の際、障害者通所施設や地域活動支援センター利用者へ参加を
呼び掛けるとともに、講師を派遣し、障害者を対象として軽体
操を実施した。

Ｃ
引き続き、昭島チャレンジデーには参加を呼び
掛けるとともに、レクリエーション活動への参
加支援について一過性ではなく継続した参加へ
の取り組みが必要だと思われる。

２ 生活圏域の拡大

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

58
心身障害者用自動車
運行事業（くじら号
運行事業）

車いすのままで乗車できる心身障害者用自動車
（くじら号）の運行事業を行います。

障害福祉課
心身障害者用自動車（くじら号）を２台、運行業務委託をする
なかで実施した。
　延べ利用者数　　850人

Ｃ
心身障害者用自動車を２台運行しているが、一
定の待機時間があることから、利用者の更なる
利便性の向上を図るため、運用方法について検
討が必要と思われる。

59
福祉有償運送事業の
実施

より使いやすく、少ない負担ですむ（有料）運送
サービス事業の支援に努めます。

生活福祉課 生活福祉課 市内福祉有償運送事業者について、運営の支援を行った。 Ｂ
引き続き、利用者が安心して利用できる福祉有
償運送サービス事業(高齢者･障害者移送サービ
ス)を維持するよう努める。

61
心身障害者福祉タク
シー利用助成事業

電車やバス等の交通機関の利用が困難な重度の障
害のある人がタクシーを利用する場合に、その費
用の一部を助成します。

障害福祉課

１人、年間20,000円（前期・後期とも10,000円が上限）を限度
として、対象者に現金（口座振込）で給付する。
　　登録者数　　　983人
　　延べ受給者数　907人

Ａ
引き続き、心身に障害のある人の経済的負担を
軽減するため、現金（口座振込）方式により給
付する。
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

65
身体障害者有料道路
割引証発行事業

身体障害者手帳を所持している障害のある人に対
して有料道路の割引証を発行します。

障害福祉課
３か所の窓口（市役所・保健福祉センター・東部出張所）にお
いて、対象者に対して有料道路割引に関する申請手続を行う。
　　申請件数　　　449件

Ａ

66
都営交通無料乗車券
発行事業

都内に居住する障害のある人及び戦傷病者に都営
交通の無料乗車券を発行します。

障害福祉課

東京都交通局発行の都営交通無料乗車券について、３か所の窓
口（市役所・保健福祉センター・東部出張所）において発行手
続を行う。
　　発行件数　　　211件

Ａ 引き続き、対象者に対して、３か所の窓口にお
いて発行手続を行う。

67
心身障害者民営バス
割引証の交付

障害のある人に対して民営バスの普通乗車券また
は定期乗車券の割引証を交付します。

障害福祉課
東京都福祉保健局発行の民営バス割引証について、対象者に対
して、市役所で交付している。
　　交付枚数　　　38枚

Ａ 引き続き、対象者に対して、市役所において交
付を行う。

第３節　安全・安心の確保

１ 災害時要援護者対策の推進

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

防災課

社会福祉協議会においてマニュアルを作成しており、マニュア
ルに基づく訓練について、防災課も視察を行っている。また、
平成26年度昭島市総合防災訓練においてもボランティアセン
ターを立ち上げ訓練を実施した。

Ｂ 訓練の実施及び検証・修正を継続的に実施する
ことが重要となっている。

生活コミュニ
ティ課

各自治会において、自主防災マニュアルの策定を進めており、
その中で災害時要援護者の避難誘導方法等について定めてい
る。

Ｂ
自治会、ボランティア組織、ＮＰＯ法人等の各
団体が連携した支援体制の検討を進める必要が
ある。

69
災害時要援護者登録
制度

災害時に障害のある人の安否を確認し、支援・救
助が円滑に行えるように要援護者の登録を推進し
ます。聴覚障害者へのFAXによる情報提供等の実施
に努めます。

防災課
生活福祉課

防災課 平成27年６月1日現在の登録者数は860人となっている。 Ｃ
災害対策基本法の改正に伴い、名簿及び全体計
画や個別避難計画の作成などについて、早期に
取り組む必要がある。

２　緊急時援護システム充実

70
重度障害者緊急通報
制度の活用

一人暮らしの重度の障害のある人の病気や事故等
の緊急時に、消防署に通報する機器を設置する緊
急通報システムの充実を図るとともに、広報・周
知に努めます。

防災課 障害福祉課
単身世帯で在宅の重度障害のある人を対象に、病気や事故など
の緊急時に対応するため、緊急通報システムの活用を行う。
　　設置者数　　２人

Ａ
引き続き、設置者に対しては、保守点検等を適
切に行い、適切な運用に努めるとともに、制度
について広報・周知に努める。

71
携帯メールサービス
の活用

災害時に障害のある人に対して、携帯メールでの
情報提供や連絡を行うメール配信サービスを実施
します。

防災課 防災課
「昭島市携帯メール情報サービス」を継続して実施している。
　　登録者数　約11,500人（平成27年６月現在） Ｂ 「昭島市携帯メール情報サービス」への更なる

加入の促進を図る。

68
災害ボランティア
（ＮＰＯとの連携）

自治会、ボランティア組織、ＮＰＯなどと連携
し、防災マニュアルを作成するなど災害時におけ
る障害のある人の避難、救助・支援体制の整備を
図ります。

防災課
生活コミュニ
ティ課
生活福祉課
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

72
音声以外のガイダン
ス

聴覚・言語に障害のある人を対象に、災害情報等
を携帯電話に送信する昭島市携帯メール情報サー
ビスの加入を進めるとともに、避難所ではプラ
カード等も活用します。

防災課 防災課

「昭島市携帯メール情報サービス」への加入の促進。防災訓練
では、各所に筆談セットを用意している。また、「手話通訳者
がいる」旨を掲示し、障害福祉課を通じて手話通訳者の派遣を
受けている。

Ｂ

「昭島市携帯メール情報サービス」への更なる
加入の促進を図り、防災行政無線のデジタル化
を図る中でデジタルサイネージ（ネットワーク
に接続した電子的な表示機器）など新たな手法
を取り入れる。

73
学校や体育館など避
難場所の確保

学校や体育館のバリアフリー化を図るとともに、
障害のある人が災害時に避難場所へ速やかに移動
できるように支援体制の充実を図ります。

防災課
庶務課（学校
教育部）

防災課
学校のバリアフリー化については、21校中、校舎1校、体育館
18校にスロープが設置されている。また、要援護登録制度を実
施しており、平成27年６月１日現在、860人が登録している。

Ｃ
登録制度を実施しているが、手上げ方式であ
り、名簿公表に本人同意を得るため、登録者数
が伸び悩み十分な効果があるとはいえない。

74
市職員等の災害対応
態勢

災害時の情報提供や連絡、避難場所への誘導な
ど、的確かつ迅速に行えるよう、要援護者の把握
に努め、市役所等での災害対応態勢を構築しま
す。

防災課 防災課

平成25年昭島市地域防災計画の修正を行い、「災害時要援護者
支援班」を設け、横断的なＰＴを設置し、平常時・災害時の業
務を明確化した。「事業継続計画（ＢＣＰ）」の策定や見直
し、ＢＣＰにおける非常時優先業務に指定されている業務の具
体的な実施計画を定めた「災害時業務計画」を作成し、災害発
生時における初動態勢の構築に努めている。

Ｂ

第７章　自立に向けた基盤の整備

第１節　保育・教育の充実

１ 就学前教育（療育）・保育の充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

健康課

東京小児療育病院及び東大和療育センターの協力により、保健
センターにおいて年16回の発達健診を実施した。
　　予約者数　157人
　　受診者数　136人（うち初診者数70人・再診者数66人）
　　初診者の有所見率　75.7％

Ｂ
発達健診の受診対象者に対して、全ての方が受
診することができるよう、引き続き、啓発等に
努める。

子ども育成課

・保育園・幼稚園への巡回相談を実施し適切な支援につなげる
よう、保育士・教諭に助言した。
　　延べ利用施設　Ｈ25　46施設　Ｈ26　44施設
　　延べ相談件数　Ｈ25　 490件  Ｈ26 　379件
・児童発達支援基本計画の策定を行った。

Ｂ

・平成27年６月より学童クラブへの巡回相談を
実施。
・児童発達支援計画審議会において、（仮称）
昭島市児相発達支援センター事業詳細計画を策
定し、児童発達支援における中核的な拠点の整
備を進める。

指導課
幼保小連携推進委員会の活用を図り、特別支援教育推進の観点
から関係機関との連携を推進を図った。 Ｂ 関係機関との更なる連携を図り、早期からの支

援を充実させる。

76 統合保育の推進

障害のある子どもとない子どもが、ともに育ちあ
うことができるよう統合保育の推進を図ります。
また、障害のある子どもを受け入れる保育園の拡
充を図ります。

子育て支援課
子ども子育て
支援課

障害のある児童が入所している保育園については、増加傾向にあ
る状況となっている。
　　平成26年３月現在　　55人、16園
　　平成27年3月現在　　62人、19園

Ｂ 各保育において、適切な保育を行うため、保育
士の確保や財政措置が課題となっている。

75
発達障害児の早期発
見と支援

発達障害の疑いのある子どもを早期に発見し、適
切な支援につなげることができるよう、医療機関
等と連携し、発達検診の機会を充実します。

健康課
子ども育成課
学務課
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

健康課

昭島市心理相談員連絡会をH26年10月に開催。指導課、健康課
における心理相談員との連絡会において、それぞれにおける支
援について情報交換を実施。就学に向け、心配なことなどにつ
いては、早めに気軽に相談をするよう支援を行った。就学相談
や教育相談などの案内を保健センターに配布し、相談の場の周
知を行った。

Ｂ
児童発達支援基本計画を踏まえ、関係機関との
連携を図り、障害のある子どもの保護者に対し
て適切な教育の場を提供できるよう支援を行
う。

子ども子育て
支援課

保育所保育要録及び幼稚園指導要録にて小学校へ連携を行って
いる。 Ｂ

引き続き、継続して実施するとともに、幼保小
連携推進協議会を通じて小学校や幼稚園・保育
園の見学による連携をする。

指導課
保育園・幼稚園に働きかけ、就学支援シートの活用の啓発を行
い、情報連携を図り就学時の移行支援に努めた。 Ｂ

幼保小連携推進委員会の活用を図り、関係機関
との更なる連携を図り、就学に向けた支援を充
実させる。

２ 学校教育の充実と学齢期後に向けた支援

78
就学相談・指導の充
実

教育上特別な配慮を要する児童・生徒の適正な就
学を支援します。将来の就労等も見据え、一人ひ
とりの個性や能力が伸ばせるように障害の程度や
種類に応じた就学相談・指導の充実に努めます。

学務課 指導課
就学相談の結果、26年度は75件の相談を実施し、小学校の児童
23人及び中学校の生徒14人が特別支援学級又は特別支援学校に
就学、転学して学んでいる。

Ａ
就学相談における就学支援委員会の判断と保護
者の意向が乖離している場合でも、児童、生徒
の障害に適した就学に努める。

79 通級指導学級の充実

発達障害を含む障害のある児童・生徒の能力を最
大限に伸長するため、特別支援教育を推進し、学
習障害（ＬＤ）児などを対象とする通級指導学級
の充実に努めます。

学務課 指導課

難聴・言語障害により支援が必要な児童のために富士見丘小学
校に「きこえとことばの教室」を、情緒障害等により支援が必
要な児童・生徒のために東小学校に「大空学級」、つつじが丘
北小学校に「そよかぜ学級」、拝島第三小学校に｢たんぽぽ学
級」、瑞雲中学校に「ずいうん学級」を開設している。

Ａ

東京都教育庁が策定する「特別支援教育推進計
画第三次実施計画」に基づき、特別支援教育の
推進に努める。今後、現在の通級指導学級を拠
点として、各小学校に特別支援教室の導入が予
定されており、更なる充実に努める。

80 特別支援教育の実施

従来の特殊教育における対象であった障害だけで
なく、LD、ADHD、自閉症スペクトラムを含めた児
童・生徒の自立や社会参加に向けて、特別支援教
育支援員の配置を充実し、適切な教育や指導を通
じて必要な支援を行います。

指導室（学校
教育部）
学務課

指導課

平成24年度に昭島市特別支援教育推進計画を策定し、平成25年
度から平成29年度までの５年計画で実施している。発達障害を
含めた特別な支援を必要とする児童・生徒をトータルな面から
支援する体制を整え、本市の目指す障害のある児童・生徒の一
人一人の教育ニーズを把握し、もてる力を高め、生活や学習上
の困難を改善・克服するための特別支援教育を更に推進してい
く。

Ａ
昭島市特別支援教育推進計画に基づき、平成25
年度から平成29年度までの５年間において事業
を確実に実施していく。

81 交流教育の充実
障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒や
地域の人たちとがふれあい、ともに活動する機会
を設けるため交流教育の充実を図ります。

指導室
学務課

指導課

学校公開日及び特別支援学級合同学習発表会等において、地域
の人たちに普段の学習の成果を発表するなど、地域交流を実施
している。また、副籍、居住地交流制度を活用し、居住する地
域の児童・生徒とのつながりや、相互理解を進めた。

Ａ 地域への理解、啓発の充実を図りさらに交流を
深める。

82
特別支援学級保護者
会介護人派遣助成事
業

特別支援学級の保護者会を行うとき、派遣する介
護人の費用を助成します。

障害福祉課

市内の特別支援学級（共成小（若草学級）・田中小（ふたば学
級）・つ南小（杉の子学級））の保護者会開催時に児童を介護
するための介護人派遣費用に助成を行う。
　　延べ支払者数　　　32人

Ａ 引き続き、継続して助成を実施する。

83 副籍制度の導入推進

特別支援学校に通う障害のある子どもが地域の市
立小・中学校に副次的な籍を持つ副籍制度の導入
を推進し、地域とのつながりを維持継続するとと
もに、制度を利用した活発な交流を図ります。

学務課 指導課

特別支援学校に在籍している児童・生徒が、居住している地域
の小中学校（地域指定校）で直接的、間接的に交流ができるよ
う支援している。
　　副籍交流実施者数　　小学校22名・中学校７名

Ａ 副籍交流協議会の活用により、特別支援学校と
連携し、副籍制度の推進・充実を図る。

77
学齢期に向けての移
行情報支援

障害のある子どもの保護者に対して、障害の程度
や能力、意向などを踏まえて適切な教育の場を選
ぶことができるよう情報の提供を図るとともに、
関係機関との連携を図ります。また、保育園・幼
稚園と小学校との情報連携を図り、移行情報支援
に努めます。

健康課
子育て支援課
学務課
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

84
職場実習等の就労移
行支援

キャリア教育の一環として、職場体験学習を実施
するとともに、体験学習を通じて、周辺市も含め
て就労の機会を得られるように支援を行います。

指導室 指導課
継続して職場体験学習を実施しており、キャリア教育の推進を
図り、就労移行の支援をしていく。 Ａ

職場体験学習に理解、協力をいただけるよう事
業所に働きかけ、就労移行支援を継続して実施
する。

85 放課後児童健全育成

特別支援学校などへ通っている障害児が放課後、
安心して活動できるような受け入れ体制の確保に
努めるとともに、休日や三季休業中の対応につい
ても検討します。

子ども育成課 子ども育成課
平成26年度は、新規で１名の申請があり、入会決定をした。現
在市内22か所の学童クラブのうち３クラブで３名の特別支援学
校の児童を受け入れをしている。

Ｂ
引き続き、学童クラブでの受け入れに努めると
ともに、施設の整備の拡充を含め、障害のある
児童枠の拡大等の受け入れを検討する

第２節　就労・雇用の支援

１ 雇用の促進と就労機会の拡大

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

職員課
平成25年４月以降の法定雇用率（2.3％）の達成に努めた。
　　障害者雇用率　2.64％（平成26年６月１日現在） Ｂ 引き続き、法定雇用率の達成に努めていく。

産業活性課
ハローワークからの啓発用チラシ等を窓口に配備するととも
に、市内企業への訪問時には障害者の雇用促進を要請してい
る。

Ｃ 法定雇用率達成状況の把握は困難だが、可能な
限りの取組を継続していく。

87 職場の開拓
商工会と連携し、障害のある人のための新しい就
労の場の創出を図ります。

産業活性化室 産業活性課
昭島市商工会の経営指導員を介して、各企業の担当者に採用の
検討を依頼している。 Ｃ 引き続き、商工会と連携し市内企業の担当者に

採用の検討について依頼していく。

88
障害者の実習の受け
入れ

障害のある人の雇用を促進するとともに、市役所
への実習生の受け入れを進めます。

職員課 職員課 実施には、至っていない。 Ｆ 実習生の受入可能な職場等について検討を行
う。

89
ジョブコーチ＊
付就労支援の推進

障害のある人の就労を支援するため、ジョブコー
チ（援助者）付就労促進事業を推進します。ま
た、就労のみでなく、生活のコーディネートもあ
わせて実施し就労支援を行います。

障害福祉課

障害者就労支援業務
　登録者数　　150人
　新規就職者数　19人（うち離職者数　６人）
　相談件数3,041件（就職前　   624件・就職後 2,417件）
　　　　　　　　 （就労支援 2,794件・生活支援 247件）

Ｂ
引き続き、ＮＰＯ法人に対して、障害者就労支
援業務を委託するなかで、一人ひとりの希望と
適性に配慮した就労支援を行う。

90
就労後のアフター
フォロー

市や関連機関が連携して、就労した障害のある人
が安心して働き続けられるようにアフターフォ
ローを行います。

障害福祉課

障害者就労支援業務
　登録者数　　150人
　新規就職者数　19人（うち離職者数　６人）
　相談件数3,041件（就職前　   624件・就職後 2,417件）
　　　　　　　　 （就労支援 2,794件・生活支援 247件）

Ｂ

引き続き、ＮＰＯ法人に対して、障害者就労支
援業務を委託するなかで、アフターフォローの
充実を図るともに、関係機関が連携・協力し
て、自立に向けた日常生活に関する支援を行
う。

91
展示・販売コーナー
の設置

障害のある人が製作した製品を常時展示・販売す
るコーナーを設置します。

生活福祉課 障害福祉課
保健福祉センター（あいぽっく）内の１階にある喫茶モンパル
において、福祉団体等が製作した作品の展示、販売等を行っ
た。

Ｂ
公共施設における展示・販売コーナーは保健福
祉センター内の１か所の設置に留まっている状
況にあり、設置場所の拡大等が課題となってい
る。

92 授産製品の販路拡大
障害のある人の経済的自立を支援するため、事業
者の授産製品の販路拡大に努めます。

障害福祉課

平成24･25年度において東京都の補助制度を活用するなかで、
市の委託事業として作業所等経営ネットワーク事業を行い、市
内事業所の横の連携を深めるとともに、共同受注の促進や販売
促進グッズ等の購入や販売会を実施した。

Ｂ

２年間の市の委託事業が終了し、共同販売の実
施回数の減少が見受けられるが、月１回程度の
定例会議は継続しており、更なる連携を深め、
地域のイベントへの出店機会の拡大や市との連
携を踏まえるなかで、販路拡大に向けた取組に
努める。

86 障害者の雇用促進

市役所において障害のある人の雇用を推進すると
ともに､公共機関等における障害のある人の雇用を
促進します｡
また、昭島市障害者就労支援センターや就労支援
事業所、特別支援学校、東京労働局、ハローワー
クなどの労働行政機関等との連携を図りながら、
就労支援ネットワークを構築し、障害のある人の
雇用促進を要請していきます。

職員課
生活コミュニ
ティ課
産業活性化室
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第３節　地域での自立支援

１ 地域生活を支える福祉サービスの充実

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

93
特別障害者手当給付
事業

在宅の重度障害者で日常生活において常時介護が
必要とする人に手当を支給します。

障害福祉課

年４回（５月･８月･11月･２月）に３か月分の手当を支給
　　特別障害者手当　26,000円/月　延べ支給人数　1,347人
　　障害児福祉手当　14,400円/月　延べ支給人数　　504人
　　経過的福祉手当　14,400円/月　延べ支給人数　　 72人
　　※手当額は平成26年４月時点

Ａ 引き続き、対象者に対して、手当の支給を行
う。

94
心身障害者福祉手当
給付事業

心身に障害のある人に対し、障害の程度に応じ手
当を支給することにより、経済的、精神的負担の
軽減を図ります。

障害福祉課
年３回（４月･８月･12月）に４か月分の手当を支給
　　都手当　15,500円/月　延べ支給人数　12,646人
　　市手当　 4,000円/月　延べ支給人数 　5,334人

Ａ 引き続き、対象者に対して、手当の支給を行
う。

95
遠距離入所施設訪問
家族交通費助成事業

遠距離の入所施設を訪問する家族の交通費の一部
を助成します。

障害福祉課

昭島市役所を起点として300km以上の地域と東京都大島町に所
在している障害者施設に家族が訪問する際の交通費に対して、
25,000円を上限として助成を行う。
　　利用者数　　　３人

Ｃ 利用者が少ない状況にあるが、引き続き、市要
綱に基づき、交通費の助成を行う。

96
重度脳性麻痺者介護
人派遣事業

重度の脳性麻痺者の生活圏を拡大するため、介護
人を派遣する費用を助成します。

障害福祉課
20歳以上の重度の脳性麻痺者で、独立して屋外活動をすること
が困難な者に対して介護人の派遣を行う。
　　介護人派遣者数　　　０人

Ｄ
平成24年度以降、利用実績がない状況である
が、引き続き、対象者が利用することができる
ように努める。

97 紙おむつ支給事業
紙おむつが必要な障害のある人に対して、紙おむ
つの支給を行います。

障害福祉課

平成14年度で廃止された、ねたきり高齢者等紙おむつ支給事業
の対象者であり、重度障害者で常時紙おむつを必要とする人に
対して、紙おむつを支給する。
　　支給対象者数　　　４人

Ａ
紙おむつの支給方法について、利用者の利便性
が向上するよう検討するとともに、引き続き、
紙おむつ支給事業の対象者者に対して、紙おむ
つの支給を行う。

98
共同生活援助・共同
生活介護への支援

グループホーム・ケアホームを利用する障害のあ
る人に対して、家賃の助成を行います。

障害福祉課

東京都障害者グループホーム支援事業取扱要領に基づき、市の
要綱を定め、グループホームの利用者に対して家賃の助成を行
う。
　　助成者数　　　19人

Ａ 引き続き、都要領及び市要綱に基づき、グルー
プホームの利用者に対して家賃の助成を行う。

２ 福祉人材の養成と活用

99
福祉・ボランティア
教育の推進

小・中学校における、障害者福祉施設での福祉体
験などを促進し、福祉への理解を深めることを目
的とした福祉教育・ボランティア教育を推進しま
す。

生活福祉課
指導室

指導課
小学校の総合的な学習の時間における車椅子の体験、中学校のク
ラブ活動（ボランティア部）における介護施設の訪問などを実施して
いる。

Ａ 引き続き、継続して福祉・ボランティア教育を
実施、推進する。

生活福祉課

社会福祉協議会内のボランティアセンターにおいて、夏休みボ
ランティアの募集、参加支援を行った。また、福祉教育支援プ
ログラムとして、福祉体験ボランティア団体の紹介をし、学校
への福祉教育を支援した。

Ｂ
夏休みボランティア、福祉教育支援プログラム
事業を継続して行い、学校とボランティア団体
を繋ぎ、福祉教育を支援していく。

指導課
総合的な学習の時間の中で、福祉・ボランティア体験等を実施
している。 Ａ 引き続き、継続して福祉・ボランティア教育を

実施、推進する。

101
福祉・ボランティア
養成講座の実施

社会福祉協議会において昭島市ボランティア指針
に基づいて養成講座を実施していきます。

生活福祉課 生活福祉課 手話や音訳等の講座を実施し、ボランティアの養成に努めた。 Ｂ 引き続き、昭島市ボランティア指針に基づいた
養成講座を実施していく。

100
福祉・ボランティア
教育方針の明確化

福祉・ボランティア教育を推進するため、教育課
程に位置付けます。また、地域と連携して福祉・
ボランティア教育を推進します。

生活福祉課
指導室
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No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

102 自立生活支援事業
地域における障害のある人の自立を支援するた
め、障害当事者による相談（ピアサポート＊）な
どを民間団体と協働で実施します。

障害福祉課

市内のＮＰＯ法人に補助金を交付するなかで、障害者自立生活
プログラムサービスや情報提供などを行い、自らが主体性を
持って生活できるようサポートに努めた。
　　個別プログラム　延べ利用者数　 192人
　　参加型サービス　延べ参加者数　　50人（５回実施）

Ｂ
引き続き、現状の実施方法で事業を継続して行
い、個別プログラムや自立生活プログラムなど
により、自立生活を希望する人などへのサポー
ト活動に努める。

103 ボランティアの活用

公的サービスだけでなく、地域に根ざした柔軟性
のあるボランティア・サービスの活用を図りま
す。また、個々の団体等との組織的な連携を図る
ための取り組みを推進します。

生活福祉課 生活福祉課
社会福祉協議会内のボランティアセンターにおいて、個々のボ
ランティアの取りまとめや各団体との調整を図り、ボランティ
ア・サービスの活用を推進した。

Ｂ
引き続き、ボランティア・サービスの活用を図
るため、センターにおけるの調整支援を実施す
る。

第９章　施策の推進体制の整備

１ 推進体制の整備

No 事　業　名 内　　　　　容 関連他課 担 当 課 平成26年度実績又は平成26年度までの実績
実施状況
・評価
(Ａ～Ｅ)

実施上の課題や次期計画（第４期）
期間内における方向性

104
昭島市障害福祉計画
の策定

障害のある人の自立支援を推進するため、自立支
援サービスと障害福祉サービスの施策の展開や、
必要とされるサービスの種類と量を盛り込んだ
「昭島市障害福祉計画」を策定します。

障害福祉課
障害者基本法、障害者総合支援法及び国の基本指針等に基づ
き、第４期昭島市障害福祉計画を策定した。 －

105
昭島市障害者自立支
援推進協議会の設置

障害のある人の自立支援を円滑に推進するため、
医師・学識経験者・関係機関（教育関係等を含
む）・事業者・市民委員計12名で構成される「昭
島市障害者自立支援推進協議会」を設置し、地域
支援会議とも協力しながら、障害福祉計画や、地
域の福祉施策における様々な問題についての協議
を行います。

障害福祉課
第４期昭島市障害福祉計画の策定等に伴い、年４回の会議を開
催した。 －

106
障害程度区分認定審
査会の適正で円滑な
運営

障害の程度に応じたきめの細かいサービス提供の
ため「障害程度区分認定審査会」の適正で円滑な
運営に努めます。

障害福祉課
平成26年４月からの障害程度区分から障害支援区分への円滑な
移行を図るとともに、年12回の審査会を開催した。
　　審査判定件数：164件

－

107
地域福祉ネットワー
ク等との相互連携

社会福祉協議会、医療機関、福祉施設、サービス
提供事業所、ボランティア、自治会などの地域福
祉ネットワークとの双方向的な連携を強化しま
す。

障害福祉課

社会福祉協議会、障害者福祉施設、障害福祉サービス提供事業
所が加盟している昭島市障害者（児）福祉ネットワークとの懇
談会等により情報共有や情報提供等を図ったが、ボランティ
ア、自治会などとの双方向的な連携は構築できていない状況に
ある。

Ｅ
各団体間との連携の必要性については、認識し
ているが、どのような手法による連携方法が有
効的なのかを検討する必要がある。

108 苦情への対応

市の障害福祉サービスに関する問題に速やかに対
応するため、民間福祉事業者との協定の締結を推
進し、総合オンブズパーソン制度の活用を図りま
す。

秘書広報課 秘書広報課
広報あきしま、市ホームページ等で制度の周知を図り、市の各施設
や駅に申立書等を設置し、随時受け付けている。 Ｂ 引き続き実施する中で、苦情、相談等が発生し

た場合には、速やかに対応することとする。

２ 計画の評価

109
昭島市障害者自立支
援推進協議会での
フィードバック

本計画がプランづくりで終わらないよう、計画策
定後も継続的な情報収集に努めながら「昭島市障
害者自立支援推進協議会」に施策の推進状況等を
フィードバックし、次期計画の見直しに備えま
す。

障害福祉課
第４期計画の策定過程において、第３期計画の施策の進捗状況
等を報告・協議するなかで、第４期計画策定の参考とした。 Ｅ

110
計画についての全庁
的な評価会議の実施

「障害者施策庁内評価会議」を設置し、計画に基
づく施策の推進状況の点検・評価を行います。

障害福祉課

「障害者施策庁内評価会議」を設置は行わなかったが、「障害
福祉計画策定等庁内検討委員会」等において、第４期計画の策
定過程において、施策の進行管理・評価を行い、第４期計画策
定の参考とした。

Ｆ
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